
令　和　５　年　度

江 北 町 下 水 道 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 書

（　第　３　号　）



議案第１２号 

  

令和５年度江北町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

  

令和５年度江北町の下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２３，６６３千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６３４，５７０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

  

上記の議案を提出する。 

  

令和６年３月４日 

江北町長 山 田 恭 輔 

 



409,869 

歳 出 合 計 658,233 △23,663 634,570 

下水道事業費

1 公 債 費
410,991 △1,122 

410,991 △1,122 409,869 

浄 化 槽 整 備
推 進 事 業 費 16,272 △5,684 10,588 

3 公 債 費

△13,105 

2

163,041 
2 農業集落排水

事 業 費 38,670 △3,265 35,405 

231,088 △22,054 209,034 
1 公共下水道費

176,146 

3

15,153 △487 14,666 
1 総 務 管 理 費

15,153 △487 14,666 

総 務 費

歳出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

第 １ 表　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

分 担 金
1,706 1,439 3,145 

1,707 1,438 3,145 

2

1 分担金及び
負 担 金

1

110,062 △2,062 108,000 

負 担 金
1 △1 0 

1

2 使用料及び
手 数 料

23,976 △827 23,149 

使 用 料
110,050 △2,062 107,988 

1

3 国庫支出金

1,106 △277 829 

国 庫 補 助 金
23,976 △827 23,149 

1

4 県 支 出 金

466,599 △16,835 449,764 

県 補 助 金
1,106 △277 829 

1

5 繰 入 金

38,100 △5,100 33,000 

他会計繰入金
466,599 △16,835 449,764 

8 町 債

町 債
38,100 △5,100 33,000 1

658,233 △23,663 634,570 歳 入 合 計

1



公 営 企 業 会 計
適 用 事 業

6,800 〃       〃            〃

計 33,000

公 営 企 業 会 計
適 用 事 業

6,600 〃       〃            〃

償　還　の　方　法

公 共 下 水 道 事 業 26,400 証書借入 6.0％以内

　融資条件による。
　ただし、町財政の
都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し、若しくは繰上償
還又は低利に借り換
えることができる。

（単位：千円）

起　債　の　目　的
補　　　　　　　正　　　　　　　後

限　度　額 起債の方法 利　　　率

第　２　表　　　地　　方　　債　　補　　正

償　還　の　方　法

計 38,100

公 共 下 水 道 事 業 31,300 証書借入 6.0％以内

　融資条件による。
　ただし、町財政の
都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し、若しくは繰上償
還又は低利に借り換
えることができる。

１　変更
【補正前】 （単位：千円）

起　債　の　目　的
補　　　　　　　正　　　　　　　前

限　度　額 起債の方法 利　　　率

【補正後】


